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給
付
金
を
受
け
ら
れ
る
方
は 

　
市
内
に
住
所
が
あ
る
母
子
家
庭
の
母
で
、

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
で
す
。�

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る

方
、
ま
た
は
同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る

方�

・
雇
用
保
険
法
に
よ
る
教
育
訓
練
給
付
の

受
給
資
格
を
有
し
て
い
な
い
方�

・
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
就
業
す
る

た
め
に
必
要
だ
と
認
め
ら
れ
る
方�

・
過
去
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受

け
た
こ
と
が
な
い
方�

�

給
付
内
容
は 

　
教
育
訓
練
講
座
の
受
講
の
た
め
に
本
人

が
支
払
っ
た
費
用
の
４０
パ
ー
セ
ン
ト
相
当

額
を
助
成
し
ま
す
。
た
だ
し
、
２０
万
円
を

上
限
と
し
、
８
千
円
を
超
え
な
い
場
合
は

不
支
給
と
な
り
ま
す
。�

＊
教
育
訓
練
講
座
と
は
、
雇
用
保
険
制
度

の
指
定
教
育
訓
練
講
座
と
同
様
の
も

の
で
す
。�

＊
教
育
訓
練
給
付
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、

受
講
す
る
講
座
に
つ
い
て
、
あ
ら
か

じ
め
市
長
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
受
講
前

に
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。�

《
対
象
講
座
の
一
例
》�

・
医
療
事
務�

・
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー�

・
簿
記�

・
Ｃ
Ａ
Ｄ�

・
調
理
師
　
な
ど�

�

手
続
き
は 

①
事
前
相
談
…
制
度
に
つ
い
て
の
ご
案
内

を
し
ま
す
。
ま
た
、
支
給
要
件
な
ど
に
つ

い
て
の
確
認
を
し
ま
す
。�

　
　
　
　
　
　
　
��

②
対
象
講
座
の
指
定
申
請
…
対
象
講
座
の

指
定
申
請
の
手
続
き
を
行
い
、
指
定
を
受

け
ま
す
。
指
定
申
請
に
は
、
次
の
添
付
書

類
が
必
要
で
す
。�

・
申
請
者
お
よ
び
児
童
の
戸
籍
謄
本
、
ま

　
た
は
抄
本�

・
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し�

・
受
講
を
希
望
す
る
講
座
の
パ
ン
フ
レ
ッ

　
ト
な
ど�

　
　
　
　
　
　
　
��

③
支
給
申
請
…
②
の
申
請
に
よ
り
、
指
定

を
受
け
た
講
座
の
受
講
が
修
了
し
た
ら
、

３０
日
以
内
に
支
給
申
請
手
続
き
を
行
い
、

支
給
決
定
を
受
け
ま
す
。
支
給
申
請
に
は
、

次
の
添
付
書
類
が
必
要
で
す
。�

・
対
象
講
座
指
定
通
知
書�

・
指
定
講
座
の
修
了
証
明
書�

・
入
学
料
、
受
講
料
等
の
領
収
書
（
ク
レ

　
ジ
ッ
ト
払
い
の
場
合
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

　
契
約
証
明
書
）�

　
　
　
　
　
　
　
��

④
支
給
…
申
請
者
の
指
定
す
る
口
座
に
振

り
込
み
ま
す
。�

※
②
と
③
の
添
付
書
類
は
、
一
部
省
略
で

き
る
場
合
や
必
要
に
応
じ
て
ほ
か
の
書

類
の
提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。�

■問
子
育
て
支
援
課
�
○内
２
０
９�

　９月１４日から１７日までの間、八潮メセナで「第２３
回八潮市美術展覧会」が開催されました。�
　展覧会には、招待の部１２点、一般の部６９点（洋画､
日本画、工芸、陶芸）の合計８１点の力作が寄せられ
ました。なお、受賞作品（陶芸を除く）は、八潮メ
セナ館内各所で半年ほど展示公開されています。�
〈一般の部の審査結果〉（敬称略）�
・市　　長　　賞　榎本　良子　小田代原の秋（油絵）�
・市議会議長賞　伊藤トシ子　つゆ草（日本画）�
・教　育　長　賞　徳竹　芳江　ひとやすみ（油絵）�
・文化協会長賞　神場　悦子　紅映（日本画）�
※このほか、８人の方が審査員奨励賞を受賞�

力作が勢ぞろい�力作が勢ぞろい�

　９月１６日、八潮高校グラウンドにおいて「第１７回
八潮市民陸上競技大会」が開催されました。�
　小学生の児童から成人までの幅広い陸上競技選手
が市内外から集まり、短・長距離走、ハードル、走
り幅跳び、走り高跳び、棒高跳び、砲丸投げなどグ
ラウンド全体を使って競技が行われました。また、
応援に駆け付けた保護者や仲間からの声援を背に受
けて、力いっぱい競技に励んでいました。�

声援に応えて力いっぱい�声援に応えて力いっぱい�

■問国保年金課　�○内212・217

�橋本　みさをさん 
　〈鶴ケ曽根〉�

�大川　惣次郎さん 
　〈南後谷〉�

小野　シマさん� 
〈木曽根〉�

　９月２９日、市内で今年度１００歳を迎える５人の長
寿者の方へ、市長から長寿祝記念品等の贈呈を行い
ました。�
　長寿者の方をご紹介します。�

脇山　ハツ子さん　〈緑町一丁目〉�
柴　ナヲさん　〈南川崎〉�

国民年金「保険料免除制度」が�
利用しやすくなりました�
国民年金「保険料免除制度」が�
利用しやすくなりました�
国民年金「保険料免除制度」が�
利用しやすくなりました�

　これまでの全額免除、２分の１納付に加え、新たに保険料の４分の１納付、４分の３納付が加わりました。�

全　額　免　除　制　度�

平成１８年６月まで 

・全　額　免　除 

・２　分　の　１　納　付 

平成１８年７月から 
　・全　額　免　除 
○新・４分の１納付 
　・２分の１納付 
○新・４分の３納付 

保険料の全額（１３，８６０円）が免除 
　ただし、全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、
年金額が３分の１として計算されます。�

一部納付（一部免除）制度�
保険料の一部を納付、残りの保険料は免除 
　一部納付は３種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は、次
のとおりです。�

国保・老人保健の�
自己負担額等の一部改正�

　平成１８年１０月から国民健康保険および老人保健の自己負担額等が、
一部改正されます。�

●医療費の自己負担割合の変更 
　７０歳以上の高齢者のうち、現役並み所得者（課税所得１４５万円以
上で下欄に該当する方）の自己負担割合が、現行２割から３割に引
き上げられます。（平成１８年１０月から）�

●高額療養費制度における自己負担限度額の見直し 70歳未満の方の場合�

出産育児一時金�

70歳以上の方の場合�

上位所得者�
４回目以降�

・前年の収入額が５２０万円以上の２人以上の世帯の方�
・前年の収入額が３８３万円以上の単身世帯の方�

外来（個人ごと）�

４０，２００円� ７２，３００円＋（医療費－３６１，５００円）×１％�
〈４０，２００円〉�

１２，０００円� ４０，２００円�

２４，６００円�

１５，０００円�
８，０００円�

一般�

Ⅱ�

Ⅰ�

現役並み所得
者�

外来＋入院（世帯ごと）�

外来＋入院（世帯ごと）�

７７，７００円�
４０，２００円�

２４，６００円�

３回目まで�
１３９，８００円＋（医療費－４６６，０００円）×１％�
７２，３００円＋（医療費－２４１，０００円）×１％�

３５，４００円�

一般�
住　民　税�
非課税世帯�

上位所得者：基礎控除後の総所得金額などが６７０万円を超える世帯。�

上位所得者�
４回目以降�
８３，４００円�
４４，４００円�

２４，６００円�

３回目まで�
１５０，０００円＋（医療費－５００，０００円）×１％�
８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％�

３５，４００円�

一般�
住　民　税�
非課税世帯�

上位所得者：基礎控除後の総所得金額などが６００万円を超える世帯。�

《平成１８年１０月からの自己負担限度額（月額）》�

※４回目以降：過去１２カ月間に、１つの世帯での支給が４回以上あ
った場合の４回目以降の限度額。�
※人工透析を要する７０歳未満の上位所得者について、自己負担限度
額が１万円から２万円に、引き上げられます。�

　出産育児一時金は、現行３０万円が平成１８年１０月からは３５万円に
引き上げられます。�

※〈　〉内の金額は、過去１２カ月間に支給が４回以上あった場合の
４回目以降の限度額。�
 
●療養病床に入院する場合の食費・居住費 
　療養病床に入院する７０歳以上の方は、食費（１カ月の負担の目安
４２，０００円）・居住費（１カ月の負担の目安１０，０００円）を負担（低所
得者などは負担を軽減）していただきます。�

��

●高額療養費制度における自己負担限度額の見直し 

低所得者�
（住民税非課税）�

低所得者�
（住民税非課税）�

《現行の自己負担限度額（月額）》�

《現行の自己負担限度額（月額）》�

外来（個人ごと）�

４４，４００円� ８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％�
〈４４，４００円〉�

１２，０００円� ４４，４００円�

２４，６００円�

１５，０００円�
８，０００円�

一般�

Ⅱ�

Ⅰ�

現役並み所得
者�

《平成１８年１０月からの自己負担限度額（月額）》�
��

■問国保年金課　�○内214

※一部納付期間の年金額は、将来の老齢基礎年金を計算する際、上記のとおり
全額納付した期間と比較して年金額が少なくなります。�
　なお、免除された保険料については、１０年以内であれば後から納付（追納）する
ことができます。ただし、承認を受けた年度から起算して３年度目以降に追納す
る場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。�

４分の１納付（　３，４７０円）→年金額２分の１　※平成１８年７月実施�
２分の１納付（　６，９３０円）→年金額３分の２�
４分の３納付（１０，４００円）→年金額６分の５　※平成１８年７月実施�

●全額免除や一部納付の対象となる所得基準のめやす 

世　帯　構　成� 全額免除�
一　　部　　納　　付�

４分の１納付�
４人世帯（夫婦・子ども２人）�１６２万円� ２３０万円� ２８２万円� ３３５万円�
２人世帯（夫婦のみ）� ９２万円� １４２万円� １９５万円� ２４７万円�
単身世帯� ５７万円� ９３万円� １４１万円� １８９万円�

２分の１納付�４分の３納付�

（注意）　一部納付（一部免除）制度は、保険料の一部を納付する
ことにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。ただし、
一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効（未
納と同じ）となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、ま
た、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取
ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。 

　国民年金保険料の免除申請の手続きが簡素化され、全額免除また
は若年者納付猶予の承認を受けられた方が、翌年度以降も引き続き
全額免除、または猶予の申請を希望される場合は、申請書の提出が
不要になります。ただし、毎年、社会保険事務所が免除基準に該当
するか要件審査を行い、審査結果を通知します。�
※退職（失業）若しくは震災、風水害または火災による損害を受け
たことを理由とした全額免除申請および若年者納付猶予、若しくは
一部免除申請の場合は、毎年の申請が必要となります。 

免除申請の手続きが簡単になりました！�

※ご本人の希望により、
脇山ハツ子さんと柴ナヲ
さんの写真の掲載は控え
させていただきます。�

母
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業�


